
（平成２２年７月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 35 件

国民年金関係 15 件

厚生年金関係 20 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 2642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和39年６月から46年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39 年６月から 46 年１月まで 

    私の父のねんきん特別便から 80 か月の国民年金保険料の納付記録漏

れが分かった。年金事務所から１万 9,500 円の還付通知が届いたが、当

時納付した保険料額の返戻金では納得できない。現在の価値に換算した

金額を返してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿から昭

和 41 年４月 12 日に払い出されていることが確認でき、申立人はこの時期

に、国民年金に加入したものと推認される。 

   また、オンライン記録及び国民年金被保険者台帳によると、申立人は国

民年金の強制加入被保険者として、昭和 36 年４月１日に資格を取得してい

ることが記録されており、39 年６月から 46 年１月までの国民年金保険料

の納付及び 39 年４月から同年５月までの期間並びに 46 年２月から同年３

月までの期間において厚生年金保険の加入期間との重複による還付期間が

確認できる。 

   一方、手帳記号番号払出簿及び被保険者台帳には申立人が国民年金の誤

適用者であったとする表示が記されており、誤適用を理由として申立期間

の保険料の還付決議が平成 21 年 12 月に行われている。 

   しかしながら、申立人が国民年金の被保険者資格を取得した後、手帳記

号番号払出簿及び被保険者台帳に誤適用とする訂正処理を行っていること



から、もとより国民年金の資格取得時における事務処理に行政側の過誤が

あったものと考えられ、これらの処理に基づく資格取得月から納付した申

立期間の保険料は長期間国庫歳入金として扱われていたことは明らかであ

り、還付決議が行われたのは、申立人が申立期間の保険料を納付してから

既に 40 年以上が経過していることなどを踏まえると、申立人の国民年金の

受給期待権は尊重されるに値すべきものと考えられ、申立期間の被保険者

期間を認めず、納付済期間としないのは、信義衡平の原則に反するものと

考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 48 年の正月に実家へ帰省したとき、妹から老後のため国民

年金に加入するように勧められ、市役所で加入手続を行い、国民年金保

険料は市役所でまとめて納付したはずであり、申立期間が未加入で未納

とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年１月に市役所で国民年金の加入手続を行ったと主張

しているところ、申立人の所持する国民年金手帳において同年１月 17 日に

任意加入により資格を取得していることが確認でき、被保険者台帳には資

格取得日が「48.01.17-２」と記載されていることから、同年１月 17 日に

加入手続を行ったことは明らかであり、申立内容と一致する。 

   また、オンライン記録上、申立期間は未加入期間とされているものの、

上記事実を踏まえれば、申立期間は国民年金の加入期間とされることから、

国民年金保険料の納付に特段の困難性はない上、申立人は、申立期間以降、

第３号被保険者となるまで 156 か月の長期にわたり保険料を納付しており、

任意加入した当初の申立期間を納付しないとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和57年７月から58年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年７月から 58 年３月まで 

    私が、申立期間当時に勤めていた事業所は個人経営であり、厚生年金

保険が適用されていなかったので、私は国民年金に加入し、国民年金保

険料を納付した。申立期間について未納とされていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の任意加入者の資格取

得日から、昭和 58 年４月から５月ごろに払い出されていることが確認でき、

この時期に国民年金の加入手続を行ったことが推認でき、申立期間は、加

入時において国民年金保険料を過年度納付することが可能な期間である。 

   また、申立期間は９か月と短期間である上、申立人は申立期間以降、国

民年金の加入期間については保険料をすべて納付しており、申立期間の保

険料を納付していたと考えても特段不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和53年４月から54年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月から 54 年３月まで 

    私は、昭和 47 年にＡ市で国民年金に任意加入をして以降、国民年金保

険料の納付を続けてきたはずであり、Ａ市で納付した最後の一年間であ

る 53年４月から 54年３月までの 12か月間が未納とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は昭和 47 年 10 月に国民年金に任意加入して以降、61 年３月まで

申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付していることから納付意識

の高さが認められる。 

   また、申立期間は 12 か月と短期間であり、申立期間前後の保険料は納付

済みであることから、申立人は、申立期間の保険料を納付していたものと

考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 1 月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年１月から同年３月まで 

    私は、国民年金に加入して以降、国民年金保険料の納付が困難なとき

は免除の手続を行い、それ以外の期間についてはすべて保険料を納付し

てきた。申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年 12 月に国民年金の被保険者資格を取得して以降、

申立期間を除き、国民年金の加入期間において未納は無く、すべて納付済

期間又は申請免除期間となっており、国民年金制度への理解と納付意識の

高さが認められる。 

   また、オンライン記録により、申立人が昭和 60 年７月 31 日に同年６月

からの国民年金保険料の免除申請を行っていることが確認でき、少なくと

も同年７月 31 日までには厚生年金保険から国民年金への切替手続を行っ

たことが推認でき、申立期間が３か月と短期間であることを考え合わせる

と、申立期間の保険料は納付していたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和44年４月から48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 48 年３月まで 

    私は、昭和 46 年 10 月に結婚し、自営業である夫の仕事は順調であり、

国民年金保険料を夫婦まとめて納付できる状況だったので、夫婦で相談

して、夫婦二人の未納分の保険料をまとめて納付したが、申立期間が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に、Ａ社会保険事務所（当時）から送付された平成 21 年５月 11

日付け「国民年金保険料納付記録の照会について（回答）」では、「申立期

間について調査した結果、国民年金法附則第 18 条特例納付にてご納付頂い

た保険料を昭和 51 年８月 13 日に還付しております。」と回答しており、備

考欄には「Ｂ市役所へ照会し、国民年金被保険者名簿との照合確認をしま

した。ご納付頂いた詳細な日付についての記録はありませんでしたが、国

民年金法附則第 18 条の納付期限である昭和 50 年 12 月 31 日以降にご納付

頂いたことが還付理由と思われます。」としているが、申立人は特例納付を

行ったのは同年 12 月ごろと主張しているところ、当該時期は特例納付が可

能であり、行政側の記録からは、納付日が確認できないことから、特例納

付期間を過ぎてからの納付とまでは確認できず、正当な還付であったかの

裏付けを得ることができない。 

   また、申立人の昭和 43 年６月から同年 12 月までの厚生年金保険被保険

者期間の記録が、平成 18 年７月３日に追加されたことから、当該期間の国

民年金保険料 1,400 円が同年 10 月 27 日に還付されているが、当該期間の

保険料は昭和 50年 12月 22日に第２回特例納付として月額 900円を納付し

ており、還付金は 6,300 円となることから、行政側の事務処理に不手際が

認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から同年３月までの期間及び同年５月から 52 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 47 年５月から 52 年４月まで 

    私は、厚生年金保険被保険者の資格を喪失した後、事業を始めたので、

夫婦一緒に国民年金に加入した。当時住んでいた所は市役所が遠く、国

民年金保険料を集めるために市の職員が出張による集金を行っていて、

妻が夫婦二人分を納付していた。年金記録では申立期間が未納及び未加

入にされ、未加入期間については、昭和 47 年５月から 48 年３月までの

保険料を還付されたことになっているが、私は還付の請求を行ったこと

は無く、還付金など受け取っておらず、申立期間が未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、国民年金手帳及び特殊台帳に、申立期間②の

うち納付された昭和 47 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料を、

47 年６月 10 日に全額還付の決議を行ったことが記載されているが、こ

の時点において、申立期間①の期間が未納ならば、当該期間に充当処理

されていなければならないが、充当されていないことから、当該期間は

納付済期間であったことを否定できない。 

    また、申立期間の前後は納付済みで、申立期間も３か月と短期間であ

ることを踏まえると納付していたものと考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間②については、昭和 47 年度の保険料が 47 年５月４日に前納

されたことが国民年金手帳で確認できる。 



    また、一緒に納付していたと主張する申立人の妻は、申立期間②を含

め昭和 47 年４月以降に未納は無い。 

    さらに、申立期間②は昭和 47 年５月１日に資格喪失とされているが、

申立人は、申立人の妻と共に国民年金に加入した 42 年８月から事業を営

んでおり、生活に変化は無く、資格喪失に該当する理由は無いことから、

行政側の記録管理の不備が考えられる。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年２月から 47 年１月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月から 48 年３月まで 

    私は、昭和 46 年 10 月に結婚し、自営業の仕事は順調であり、国民年

金保険料を夫婦まとめて納付できる状況だったので、夫婦で相談して、

夫婦二人の未納分の保険料をまとめて納付したが、申立期間が未納とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年 10 月から 40 年３月までの国民年金保険料を 50 年

12 月 22 日に第２回特例納付をしているところ、日本年金機構Ａ事務セン

ターからは、マイクロムフィルム上は 36 年 10 月から 40 年３月まで附則第

18 条納付の記録があったが、厚生年金保険の加入記録の統合により、資格

取得年月日の訂正がなされ、当該特例納付された保険料のうち、厚生年金

保険被保険者である期間に納付された保険料は同年４月以降の未納期間を

納付したものとして処理をした旨の回答があった。 

   また、Ｂ社会保険事務所（当時）は、「昭和 40 年４月から 44 年３月まで

の期間については、納付がなされたが、附則第 18 条納付の期限である 50

年 12 月 31 日を過ぎてから納付したと思われるため還付処理がなされてい

る。」と回答しているが、申立人は特例納付を行ったのは同年 12 月ごろと

主張しているところ、当該時期は特例納付が可能であり、行政側の記録か

らは、納付日が確認できないことから、特例納付期間を過ぎてからの納付

とまでは確認できず、正当な還付であったかの裏付けを得ることができな

い。 

   さらに、上述から、昭和 40 年４月から 44 年３月までの保険料は納付し



たものと考えられることから、当該特例納付された 48 か月のうち、既に納

付済みとなっている 40 年４月から 43 年１月までの 34 か月の保険料は 44

年４月から 47 年１月の保険料として納付したものと考えるのが相当であ

る。 

   一方、申立人は、昭和 36 年 10 月から 40 年３月までの期間及び同年４月

から 44 年３月までの期間の保険料を第２回特例納付で納付したことは確

認できるが、当該特例納付以外に特例納付を行った形跡及び関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付したことを示す周辺事情も見当

たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年２月から 47 年１月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



千葉厚生年金 事案 2213 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①については、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、平成４年７月から５年７月までの標準報酬月額を 24 万円とする

ことが必要である。 

   また、申立期間②のうち、平成 10 年８月１日から同年 10 月１日までの

期間については、その主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人の同年８月

及び同年９月の標準報酬月額を、26 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額（申立期間①において 22 万円、申立期間②にお

いて 24 万円）に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成４年７月 30 日から５年８月１日まで 

             ② 平成 10 年６月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社（平成４年７月から７年２月まで勤務）及びＢ社（平成 10

年６月から 11 年９月まで勤務）に勤めていたが、申立期間においてねん

きん定期便に記載されている厚生年金保険料の控除額より、給与明細書

に記載されている保険料の控除額の方が高くなっている。 

    給与明細書で控除されている保険料に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が提出したＡ社の給与明細書（平成４

年９月分から５年７月分）により、申立人は、社会保険事務所（当時）

に届け出られている標準報酬月額に見合う厚生年金保険料よりも高い保

険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる上、給与

明細書により、申立人は、毎月定額の保険料を給与から控除されていた



ことが確認できることから、当該期間においてその主張する標準報酬月

額（24 万円）に基づく保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められる。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｂ社から提出された申立人に係る給与明細書

（平成 10 年６月分から同年９月分）により、申立人は、申立期間のうち

平成 10 年８月及び同年９月について、社会保険事務所に届け出られてい

る標準報酬月額に見合う保険料よりも高い保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが確認できることから、申立人は、当該期間にお

いてその主張する標準報酬月額（26 万円）に基づく保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認められる。 

    一方、申立期間②のうち、平成 10 年６月及び同年７月については、社

会保険事務所に届け出られている標準報酬月額（24 万円）に見合う保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 
 

  ３ 申立人の主張する標準報酬月額に係る保険料を事業主が納付義務を履

行したか否かについては、申立期間について、いずれの事業主も、社会

保険事務所に届け出ている標準報酬月額に見合う保険料とは異なる保険

料を控除してしまった可能性を認めていることから、その結果、社会保

険事務所は、標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



千葉厚生年金 事案 2214 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を昭和 39 年１月１日、Ｂ社における資格取得日に係る記録を同

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主（Ａ社）が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 11 月 21 日から 39 年１月 10 日まで 

    私は昭和 33 年３月にＡ社に入社し、35 年 11 月１日に同社Ｃ営業所所

長代理を命じられ、同営業所がＢ社に吸収された 38 年 12 月末まで同社

に継続して勤務し、厚生年金保険料も給与から控除されていた。 

    申立期間は、同社Ｃ営業所の残務整理期間であり、私が昭和 38 年 12

月末に家賃を支払って同営業所は閉鎖した。Ｂ社で厚生年金保険の被保

険者資格を取得するまでの申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落

していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社Ｃ営業所からＢ社に一緒に移籍したとする元同僚５名のう

ち、連絡の取れた２名は、｢申立期間に係る昭和 38 年 11 月及び同年 12 月

の給与はＡ社から支給され、厚生年金保険料を控除されていた。｣と供述し

ている。 

   また、上記２名のうち１名は、｢申立人ほか２名が残務整理を行うため昭

和 38 年 12 月末まで残っていた。｣と証言しているところ、申立人から提出

された 39 年１月５日付けのＢ社の辞令により、主任待遇で社長付勤務を命

じられていることを考え合わせると、申立人が主張するとおり、38 年 12

月末まで、Ｃ営業所所長代理としてＡ社に勤務し、保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 



   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社の被保険者名簿の昭和

38 年 10 月の記録から、３万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、現存

する同社の関連会社であるＤ社の事業主も、当時の資料が保管されていな

いことから不明であるとしており、このほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年３月１日から 29 年７月 28 日まで 

    平成 20 年８月に「ねんきん特別便」が届き、Ａ社に勤務していたとき

の厚生年金保険の被保険者記録が抜けていることを知り、社会保険事務

所（当時）で調べてもらったところ、脱退手当金を受給しているとのこ

とであった。しかし私は、脱退手当金を受給した覚えは無く、納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   本来、脱退手当金を支給する場合、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立人の脱退手当金は、

Ａ社における被保険者期間のみを対象として支給されており、それ以前の

被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となって

いる。 

   しかしながら、最初の被保険者期間は２年を超える長期間であり、失念

するとは考え難い。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿及び被保険者台帳（旧台帳）

の氏名は変更処理がされておらず旧姓のままであり、申立期間に係る脱退

手当金の請求は旧姓で行われたと考えられるが、申立人は、昭和 29 年９月

＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したと

は考え難い。 

   さらに、申立人の生年月日は、大正 15 年＊月＊日であるが、厚生年金保

険被保険者名簿及び被保険者台帳（旧台帳）においては、正しい生年月日

を 14 年＊月＊日に誤って訂正し、誤った生年月日で支給決定されている一

方、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の生年月日は訂正されておらず、

社会保険庁（当時）の記録管理に不自然さが認められる。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 42 年４月５日、Ａ社Ｃ事業所における資格

取得日に係る記録を同日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月 12 日から同年４月 10 日まで 

    申立期間当時、Ａ社Ｄ本社から同社Ｃ事業所に転勤していた。給与か

ら厚生年金保険料が控除されていたので、昭和 42 年３月 12 日から同年

４月 10 日までの１か月間の厚生年金保険被保険者期間に空白が生じて

いるのは納得できないので、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与明細書、雇用保険の記録及びＢ社から提出さ

れた退職者名簿により、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 42 年４月５

日に同社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明

細書により、３万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は申立人に係る厚生年金保険関係の資料を保管しておら

ず、保険料を納付していたか不明としており、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会

保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる

関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

支店における資格取得日に係る記録を昭和 28 年４月１日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年４月１日から同年５月 18 日まで 

    昭和 28 年４月１日からＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記

録をみると、同年５月 18 日に被保険者資格を取得したことになっている。

同年４月が被保険者期間として記録されていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された入社辞令及び社員台帳、Ｄ健

康保険組合の加入記録、申立人から提出された退職所得の源泉徴収票から

判断すると、申立人が、申立期間においてＡ社に勤務していたことが認め

られる。 

   また、Ｂ社は、「研修期間中は本店人事担当部門が給与を支払い、給与か

ら厚生年金保険料を控除していた。申立人は、本店研修後の昭和 28 年５月

に支店配属になっているが、着任店での届出を入社日の同年４月１日付け

で提出すべきところ、誤って同年５月の着任日で届出を行ったものと思わ

れる。」と回答している。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年５月の社会保険事

務所（当時）の記録から 8,000 円とすることが妥当である。 



   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立人に係る資格取得届を誤って届け出たことを認

めており、申立人の資格取得日については、事業主が昭和 28 年５月 18 日

として届け出た結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料

について納入告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 2218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本

社における資格喪失日に係る記録を昭和 44 年６月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年５月１日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 44 年４月１日にＡ社に入社して以降、平成 11 年４月１日

に退職するまで、継続して勤務した。昭和 44 年５月１日に同社本社から

同社Ｃ部に転勤した際、給与から厚生年金保険料が控除されているのに、

申立期間のみが厚生年金保険に未加入とされている。記録の訂正をお願

いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する昭和 44 年４月から同年６月までの給与明細書、Ｂ社発

行の従業員台帳及び在籍期間等証明書により、申立人はＡ社に継続して勤

務し（同年６月１日に同社本社から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年４月の社会保険事

務所（当時）の記録から２万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成６年１月１日から同年 10 月 31 日までの

期間については、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月

額であったと認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額の記

録を 20 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立人のＡ社における平成５年９月１日から６年 10 月 31 日まで

の期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、平成７年４月 16 日で

あると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、平成６年 10 月 31 日から７年４月 16 日までの標準報酬月額につい

ては、20 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年９月１日から６年 10 月 31 日まで 

             ② 平成６年 10 月 31 日から７年４月 16 日まで 

    私は、社会保険事務所からの文書により、Ａ社に係る厚生年金保険の

標準報酬月額の記録が、20 万円や８万円になっていることを知った。当

時の報酬は、勤務期間を通して 35 万円であったと記憶しているので正し

い報酬に訂正願いたい。また、平成６年 10 月 31 日から７年４月 16 日の

間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の加入期間と認めてもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険加入記録から、申立人が申立期間①及び②において、

Ａ社及び同一グループ内の事業所に継続して勤務していることが確認でき、

申立期間①のうち、平成６年１月から同年９月までについては、Ａ社は、

７年４月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、オン

ライン記録により、その９か月後の８年１月８日付けで、申立人の標準報

酬月額の記録が６年１月から同年９月までの期間について 20 万円から８



万円に遡及
そきゅう

して訂正されている上、７年４月 16 日の資格喪失日の記録が、

６年 10 月 31 日に訂正されていることが確認できる。 

   また、当該事業所で厚生年金保険の被保険者記録を有する者の加入記録

の中には、申立人と同様に 遡
さかのぼ

った標準報酬月額の減額訂正及び資格喪失

日の訂正が行われている者が多数存在しており、社会保険事務所において、

このような遡及訂正処理を行うべき合理的な理由は見当たらない。 

   さらに、申立人は、Ａ社の商業登記簿により、役員ではなかったことが

確認できることから、申立人は、当該遡及訂正処理に関与していないと認

められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の平成６年１月から同年９月まで

の標準報酬月額の訂正処理については、有効なものとは認められず、申立

人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出たとおり 20 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間②については、申立人の雇用保険加入記録及び上記資格

喪失日の遡及訂正記録から、平成６年 10 月 31 日に厚生年金保険の被保険

者資格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪

失日は７年４月 16 日であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、平成６年 10 月 31 日資格喪

失時の当初の社会保険事務所の記録から、20 万円とすることが妥当である。 

   一方、申立人は、申立期間①及び②について、実際の報酬は 35 万円であ

ったので、その報酬に見合う標準報酬月額への訂正を申し立てているが、

申立人からその主張する給与からの厚生年金保険料の控除額を示す資料は

提出されず、Ａ社の元代表取締役は、「当時の資料が無いため、申立人の主

張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料の控除については不明であ

る。」と回答しており、申立人の申立期間における給与からの控除額につい

て確認できない。 

   このほか、申立人が主張するとおりの厚生年金保険料の控除が申立期間

において行われていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により控除されていたことを認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2220 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成４年６月８日から５年 10 月１日までの期

間及び同年 12 月１日から６年８月 31 日までの期間については、事業主が

社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったと認められるこ

とから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を、４年６月から５

年９月までは 28 万円、同年 12 月から６年７月までは９万 8,000 円に訂正

することが必要である。 

   また、申立人のＡ社における平成４年６月８日から６年８月 31 日までの

期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、７年 12 月１日であると

認められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、平成６年８月 31 日から７年 12 月１日までの標準報酬月額につい

ては、９万 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年６月８日から６年８月 31 日まで 

             ② 平成６年８月 31 日から７年 12 月１日まで 

    私は、社会保険事務所からの文書により、Ａ社に係る厚生年金保険の

標準報酬月額の記録が、９万 8,000 円や８万円になっていることを知っ

た。当時はＢ（職種）で、勤務期間を通して 50 万円であったので、正し

い報酬に訂正願いたい。また、平成６年８月 31 日から７年 12 月１日ま

でも継続して勤務していたので、厚生年金保険の加入期間と認めてもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険加入記録から、申立人が申立期間①及び②において、

Ａ社及び同一グループ内の事業所に継続して勤務していることが確認でき、

申立期間①のうち、平成４年６月から５年９月までの期間及び同年 12 月か

ら６年７月までの期間については、Ａ社は、平成７年４月 30 日に厚生年金



保険の適用事業所でなくなっているところ、オンライン記録により、その

９か月後の８年１月５日付けで、 遡
さかのぼ

って６年 10 月及び７年 10 月の定時

決定が取り消された上、申立人の当該事業所における資格喪失日は６年８

月 31 日と記録され、５年５月 19 日付けで４年６月から５年９月までの期

間に係る標準報酬月額の記録が 28 万円から９万 8,000 円に、８年１月５日

付けで５年 12 月から６年７月までの期間に係る標準報酬月額の記録が９

万 8,000 円から８万円にそれぞれ減額訂正されていることが確認できる。 

   また、当該事業所で厚生年金保険の被保険者記録を有する者の記録の中

には、申立人と同様に遡った標準報酬月額の減額訂正及び資格喪失処理が

行われている者が多数存在しており、かつ、当該訂正処理前の記録等から、

平成７年４月 30 日以降も当該事業所が厚生年金保険の適用事業所として

の要件を満たしていたと認められることから、社会保険事務所において、

このような遡及
そきゅう

訂正処理を行うべき合理的な理由は見当たらない。 

   さらに、申立人は、Ａ社の商業登記簿により、役員ではなかったことが

確認できる上、当該事業所の事業主は、「申立人はＢ（職種）だった。」と

回答していることから、申立人は、当該遡及訂正処理に関与していないと

認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の平成４年６月から５年９月まで

の期間及び同年 12 月から６年７月までの期間の標準報酬月額の遡及訂正

処理については、有効なものとは認められず、申立人の当該期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、４年６月

から５年９月までを 28 万円に、同年 12 月から６年７月までを９万 8,000

円に訂正することが必要である。 

   なお、申立期間のうち平成５年 10 月及び同年 11 月の標準報酬月額につ

いては、いずれも適切な時期に定時決定の処理がされ、社会保険事務所に

おいて、遡及訂正等の不合理な処理は見受けられない。 

   また、申立期間②については、平成６年 10 月及び７年 10 月の定時決定

がさかのぼって取り消されていることや、健康保険証の回収日が８年１月

５日となっていることなどから、６年８月 31 日に資格を喪失した旨の記録

は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は７年 12 月１日である

と認められる。 

   なお、平成６年８月 31 日から７年 12 月１日までの標準報酬月額につい

ては、６年 10 月及び７年 10 月の当初の定時決定の社会保険事務所の記録

から、９万 8,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立人は、申立期間①及び②について、実際の報酬は 50 万円であ

ったので、その報酬に見合う標準報酬月額への訂正を申し立てているが、

申立人からその主張する給与からの厚生年金保険料の控除額を示す資料は

提出されず、Ａ社の元代表取締役は、「当時の資料が無いため、申立人の主



張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料の控除については不明であ

る。」と回答しており、申立人の申立期間における給与からの控除額につい

て確認できない。 

   このほか、申立人が主張するとおりの厚生年金保険料の控除が申立期間

において行われていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により控除されていたことを認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

支社における資格喪失日に係る記録を昭和 48 年 11 月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 47 年４月から 53 年８月までの期間、Ａ社に継続して勤務

していたが、同社Ｃ支社から同社本社へ異動したころの、48 年 10 月１

日から同年 11 月１日までの期間について、厚生年金保険の被保険者期間

とは認められないと社会保険事務所（当時）から回答を受けた。納得で

きないので、再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された退職者台帳、雇用保険の加入記録及び事業主の回答

から、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 48 年 11 月１日に同社Ｃ支社

から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48 年９月の社会保険事務所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取

得日に係る記録を昭和 26 年４月１日に、資格喪失日に係る記録を 27 年 11

月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 26 年４月は 4,500 円、同年５月及

び同年６月は 4,000 円、同年７月から 27 年７月までは 4,500 円、同年８月

から同年 10 月までは 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年４月１日から 27 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 26 年４月１日から 27 年 10 月末までＡ事業所に勤務した。

給与から厚生年金保険料が控除されており、厚生年金保険に加入してい

たと思うので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の元同僚の証言から、申立人が申立期間においてＡ事業所に勤務

していたことが推認できる。 

   また、申立人の定時制高等学校における同級生であり、同時期に当該事

業所に勤務し、同じ業務に従事していたとする元同僚には、厚生年金保険

の被保険者としての記録が存在する。 

   さらに、申立人及び元同僚が証言した申立期間当時の当該事業所の従業

員数と健康保険厚生年金保険被保険者名簿の被保険者数がおおむね一致す

るため、当時、当該事業所においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保

険に加入していたと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記元同僚の標準報酬月額



の記録から、昭和 26 年４月は 4,500 円、同年５月及び同年６月は 4,000

円、同年７月から 27 年７月までは 4,500 円、同年８月から同年 10 月まで

は 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は既に廃業しており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いが、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提

出された場合には、その後被保険者資格の喪失届及び算定基礎届を提出す

る機会があったことになるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当

時）は当該届出を記録していない。これは通常の事務処理では考え難いこ

とから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行わ

れておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 26 年４月１

日から 27 年 11 月１日までの期間に係る厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主はこれらの期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



千葉国民年金 事案 2650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月から平成元年３月まで 

    私は、昭和 59 年に大学を卒業し家業を手伝っているときに、父が私

の国民年金の加入手続を行い、家族全員分の国民年金保険料を納付して

いたと聞いている。弟の保険料は納付済みとされているのに、私の保険

料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学を卒業した年に父が申立人の国民年金の加入手続を行っ

たと申述しているが、申立人の所持する年金手帳は、厚生年金保険の加入

時に払い出された年金手帳であり、同手帳には国民年金に加入したことを

うかがわせる記載は見当たらない。 

   また、国民年金保険料の納付の前提となる国民年金手帳記号番号の払出

しについて、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の

結果、申立人に手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらず、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険

料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、関与したとする申立人の父は既に亡くなっていることから、申立期

間の保険料の納付状況が不明である上、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年３月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年３月から 53 年３月まで 

    私が 20 歳になったとき、町内会から国民年金に加入するように言わ

れたので、昭和 45 年４月ごろに父が町内会の方に加入手続をお願いし

た。 

    私は当時、実家の事業を手伝っていたので、父が国民年金保険料を納

付してくれた。申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳には、昭和 53 年４月 14 日に初めて国民年金

の被保険者になったことが記載されており、オンライン記録において、同

日国民年金に任意加入したことが確認できる。 

   また、国民年金保険料の納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番

号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦

覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情は見当たらず、任意加入以前の申立期間は、国民年金に未加

入の期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に全く関与して

おらず、関与したとする申立人の父は既に亡くなっており、証言を得るこ

とができない上、申立人は、国民年金の加入時において保険料の納付に必

要な国民年金手帳の交付を受けたことが無いと申述しているなど、申立期

間当時の納付状況等は不明である。 

   このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 11 月から 61 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 11 月から 61 年３月まで 

    私は、昭和 60 年 10 月末に会社を退職し、翌月に市役所の支所で国民

年金の加入手続を行った。手続をした際、担当係員から 61 年４月の年

金制度改正の説明を聞き、その場で 60 年 11 月から 61 年３月までの国

民年金保険料を一括で納付したと記憶している。申立期間が未加入で、

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した後の昭和 60 年 11 月に市役所の支所で国民年

金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付したと申述してい

るところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、手帳記号番号払出簿により

61 年５月以降に払い出されていることが確認できる上、申立人の所持す

る年金手帳には、同年４月１日に第３号被保険者として資格取得したこと

が記載され、オンライン記録と一致することから、申立期間は国民年金に

未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間であ

る。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、

申立期間において申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く､ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15 年４月から 16 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年４月から 16 年３月まで 

    私は、20 歳になったとき両親から国民年金保険料の納付を開始した

と聞いていたが、保険料納付記録の照会を依頼したところ、申立期間は

学生納付特例承認期間と記録されていることが分かった。学生納付特例

申請をしたのは次兄のみであり、次兄と同時期に保険料を納付していた

ので年金記録が混同してしまったのではないかと思うが、両親は私の学

生納付特例申請手続を行った覚えが無く、保険料を納付していたのだか

ら、申立期間が学生納付特例承認期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る国民年金保険料は申立人の母が納付しており、

学生納付特例制度の申請手続は行っていないと主張するところ、オンライ

ン記録では、申立人が 20 歳になった平成 15 年＊月＊日に、同年４月から

16 年３月までの期間の学生納付特例申請手続を行い、15 年６月 23 日に処

理されていることが確認できる。 

   また、申立期間は平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、保

険料の収納事務の電算化が図られた後である上、14 年４月以降は保険料

収納事務が国に一元化されており、年金記録事務における事務処理の機械

化が一層促進されたことを踏まえると記録の過誤は考え難い。 

   さらに、申立人は、申立期間の保険料の納付に関与しておらず、申立人

の保険料は申立人の母が納付していたと主張しているが、保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から同年５月までの期間及び２年 10 月から３年

５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年４月から同年５月まで 

             ② 平成２年 10 月から３年５月まで 

    私は、親の指導もあり、転職する際には必ず国民年金への加入手続を

行い、とても高い国民年金保険料をやりくりしながら納付してきた。平

成 15 年 11 月に結婚する際に 10 年以上前の貯金通帳及び領収書はすべ

て処分したが、保険料を納付したことは確実に記憶しているので、申立

期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳には、国民年金の記号番号の記載が無く、オ

ンライン記録により申立人の国民年金の被保険者資格の取得日は平成 10

年 12 月 12 日と確認できることから、申立期間は国民年金に未加入の期間

であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間の保険料納付の前提と

なる手帳記号番号が申立人に払い出されていたことは確認できない。 

   さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付状況についての

記憶が不鮮明である上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年 10 月から９年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10 月から９年９月まで 

    私は、平成７年 10 月から９年９月までの国民年金保険料は、働くよ

うになった同年 10 月から、申立期間の過年度分納付書と平成９年度の

現年度分納付書で、毎月過年度及び現年度の２か月分を２年間にわたっ

て納めたのに、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を平成９年 10 月から過年度保険

料で納付を行ったと主張しているところ、オンライン記録では、11 年 10

月から 13 年３月までの期間に９年 10 月から 11 年３月までの過年度保険

料が現年度保険料と同月に納付されていたことが確認できる。 

   また、申立人が申立期間の保険料の納付を開始したとする平成９年 10

月は、同年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、保険料の収納事務の

電算化が図られた後であり、年金記録事務における事務処理の機械化が促

進されたことを踏まえると記録の過誤は考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2656 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から 56 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年１月から 56 年２月まで 

    私は昭和 54 年１月に退職し、同年１月に結婚後、Ａ区役所で国民年

金の加入手続を行い、同年１月から国民年金保険料の納付を始めたのに、

同年１月から 56 年２月までの期間が未加入とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、「初めて被保険者となった日 昭和

56 年３月４日 任意」と記載されており、オンライン記録及び国民年金

被保険者台帳の記録と一致していることから、申立期間は国民年金に未加

入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付

の前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことは確認できない。 

   さらに、申立人から提出された、昭和 56 年の確定申告書に記載されて

いる国民年金保険料５万 6,470 円は、納付済みと記録されている同年３月

の保険料 3,770 円及び昭和 56 年度 12 か月分の前納保険料額５万 2,700 円

の合計額と一致しており、申立期間の保険料の納付を示す資料にはなり得

ない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、預金通帳等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたと認める

ことはできない。



千葉国民年金 事案 2657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年 10 月から 50 年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 50 年 10 月まで 

    私は、昭和 44 年 10 月ごろ会社を退職した後、Ａ区役所で国民健康保

険と国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は、毎月区役所に行っ

て納付し、２年目からは毎月集金人に納付したのに、申立期間が未加入

とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳には、厚生年金保険記号番号の記載はあるが、

国民年金記号番号及び国民年金記録欄の記載は無く、オンライン記録は厚

生年金保険の加入記録のみであることから、申立期間は国民年金に未加入

の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付

の前提となる手帳記号番号が払い出されたことは確認できない。 

   さらに、申立人が記憶する納付方式及び納付金額は、当時の納付方式及

び保険料額と相違している。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年３月から 58 年３月までの国民年金保険料は、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年３月から 58 年３月まで 

    私が大学を卒業した昭和 58 年３月ごろ、母がＡ市役所の職員に勧め

られ、国民年金の加入手続を行い、市役所の窓口で申立期間の国民年金

保険料を２年分さかのぼって納付したはずである。申立期間が未加入と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、申立人が初めて国民年金の被保険者と

なった日が平成２年４月１日と記載されており、オンライン記録と一致す

ることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年

金保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付

の前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことは確認できない。 

   さらに、申立人は、申立期間の保険料の納付に関与しておらず、申立人

の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母は、申

立期間に係る納付方法及び納付金額についての記憶が不鮮明のため具体的

な納付状況等は不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年８月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年８月から 60 年３月まで 

    私は、20 歳になった昭和 51 年＊月ごろに、親に勧められて国民年金

に加入し、申立期間の国民年金保険料をすべて納付してきたはずなのに、

申立期間が未納とされていることは納得できないので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 51 年＊月ごろに国民年金の加入手続を行

ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 60 年９月以降

に払い出されていることから、申立人は同時期に加入手続を行ったものと

推認でき、申立人の主張とは相違している。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間の国民年金保険料を納

付する前提となる別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、保険料の納付場所、金額及び納付方法についての記

憶が明確ではなく、保険料の納付状況等が不明である上、申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2660（事案 1082 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年８月から 58 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年８月から 58 年 11 月まで 

    私は、新たな資料や情報は無いが、前回の申立てに対し、「申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。」との

結論が出されたことに納得できないので再審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の、申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手

帳記号番号が払い出された時点では、申立期間のうち 56 年９月以前の期

間（申立期間の大半）は時効により国民年金保険料が納付できないこと、

ⅱ）別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらないこと、ⅲ）申立人のＡ市役所での国民年金の加入手続及び保険料

の納付状況が明確でないことなどから、既に当委員会の決定に基づき平成

21 年３月４日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

   今回、申立人は、前回の審議結果に納得できないとして再申立てを行っ

ているが、新たな資料や情報は提出されず、そのほかに委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の

国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



千葉国民年金 事案 2661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年５月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月から 48 年９月まで 

    私は、20 歳になったのを契機に国民年金に加入し、国民年金保険料

を納付してきた。当時は自営業を営んでおり、十分な収入はあったので、

保険料を納付したはずであり、未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったときに国民年金の加入手続を行ったと主張し

ているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成８年１月ごろに払い出

されていることから、同時期に国民年金の加入手続を行ったことが推認で

き、申立人の主張とは相違している。 

   また、オンライン記録において、申立人が初めて国民年金の被保険者資

格を取得した日は、平成７年 10 月 18 日と記録されており、国民年金手帳

記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間の国民年金

保険料を納付する前提となる、別の手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間当時の加入手続及び保険料の納付状況に関

する記憶が明確でない上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年２月から４年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年２月から４年３月まで 

    私が 20 歳になった平成２年＊月ごろ、母がＡ市役所で国民年金の加

入手続を行い、当時、私は学生で収入が無かったため、母が銀行の口座

振替で国民年金保険料を納付してくれていた。また、廃棄してしまった

が入社時に年金手帳を会社に提出したことを記憶しているので、申立期

間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成２年＊月ごろ申立人の母が国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張するところ、申立人

が所持する年金手帳には国民年金の記号番号の記載は無く、オンラインシ

ステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

る縦覧調査の結果、申立人の氏名は無く、申立人に手帳記号番号が払い出

された事情はうかがえないことから、申立期間は、国民年金に未加入の期

間であり、制度上、保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立人は、入社時に提出した年金手帳については、平成９年の基

礎年金番号統合により不要となったため、会社から年金手帳が返還され、

その後廃棄したと主張するところ、申立人が勤務するＢ社人事担当部門は、

申立人の年金手帳は入社時に預かっていないと回答している。 

   さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母は、申

立期間に係る加入手続、納付方法及び納付場所についての記憶が不鮮明で

あることから、加入状況及び納付状況等が不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家



計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年９月から７年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年９月から７年９月まで 

    私が 20 歳になった平成２年＊月に、母がＡ区役所Ｂ出張所で国民年

金の加入手続を行ってくれたが、国民年金保険料を納付せずにいたら督

促状が届き、母が心配して未納分を銀行で一括納付し、その後は、母が

私と姉と妹の保険料を定期的に納付してくれていたのに、申立期間が未

加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成２年＊月に申立人の母が国民年金の加入

手続を行ったと主張するところ、申立人が所持する年金手帳の国民年金の

記録欄には、20 年５月１日に国民年金被保険者の資格を取得した記載が

あり、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出

簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人の氏名は無く、申立人に別

の手帳記号番号が払い出された事情はうかがえないことから、申立期間は

国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付すること

ができない期間である。 

   また、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母は、申立期

間に係る納付時期及び納付金額についての記憶が不鮮明であることから、

保険料の納付状況等が不明である上、一緒に納付したとする申立人の姉は

未納であり、申立人の妹は未加入である。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年７月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年７月から平成３年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 62 年＊月ごろに、母がＡ市役所で国民年金の

加入手続を行い、私は当時大学生であったので、卒業する平成３年３月

までの約４年間、母が金融機関で国民年金保険料を納付してくれていた

はずなのに、申立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳には、国民年金の記号番号の記載は無く、申

立人が初めて国民年金の被保険者資格を取得した日は平成 11 年３月 18 日

であることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、国民年金保険料

の納付はできない期間である上、オンラインシステムによる氏名検索及び

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人

の氏名は無く、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された事情はうか

がえない。 

   また、申立人の母が納付書に現金を添えて納付したとするＢ郵便局及び

Ｃ銀行Ｄ支店は、納付書に現金を添えた納付が行われたかは、確認するこ

とができないため不明としている。 

   さらに、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 2223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年５月 10 日から 37 年７月１日まで 

    私は、昭和 35 年５月 10 日からＡ社に勤務しており、63 年に退職す

るまで、継続して厚生年金保険に加入していた。勤続 10 年及び 20 年の

表彰状を提出するので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出されたコンピュータ記録及び申立人が所持する勤続 10 年

及び 20 年の表彰状により、申立人は、申立期間を含めて同社に継続して

勤務していたことは確認できる。 

   しかし、雇用保険の加入記録により、申立人は、昭和 37 年６月７日に

Ａ社で被保険者資格を取得していることが確認でき、35 年５月 10 日に入

社してから約２年間も雇用保険に加入していない。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人が入社した昭和 35 年５月に資格を取得した者はおらず、同年６月

１日、同年９月１日、同年 11 月１日、同年 12 月１日の順にまとめて資格

を取得していることが確認でき、申立人が資格を取得した 37 年７月１日

においても 85 人がまとめて資格を取得しており、このうち複数が、自身

の入社日と厚生年金保険の被保険者記録に相違があることを供述している。 

   これらのことから判断すると、当該事業所では、一定期間に採用した者

をまとめて加入させていたと考えられる。 

   さらに、オンライン記録において、当該事業所で厚生年金保険の被保険

者資格を有する元同僚７人のうち３人は申立人のことを記憶していたが、

当時の勤務実態に係る具体的な証言を得ることはできなかった。 

   加えて、当該事業所は、「申立期間当時の勤務条件、給与支払状況及び



厚生年金保険の加入状況について、関係資料が見つからず、確認できな

い。」と回答していることから、申立期間当時の雇用実態について確認す

ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年２月１日から 44 年 11 月１日まで 

    私は、Ａ社の社長から紹介された者に薦められ、昭和 37 年２月にＢ

区にあったＣ社に入社し、Ｄ（業務）をした。Ｃ社に７年間勤務したの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言により、勤務期間は特定できないものの、申立人が

Ｃ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚６人に対し、申立人の勤務実態に

ついて照会したところ、３人が申立人を記憶しているものの、厚生年金保

険料の控除について具体的な証言を得ることはできない。 

   また、申立人と同じく自宅通勤をしていたとされる元同僚は、Ｃ社に係

る厚生年金保険の被保険者記録において氏名が確認できない。 

   さらに、事業主は既に死亡しており、当該事業所の元役員は、｢人事記

録、賃金台帳等の関係資料は処分して無い。｣と供述していることから、

申立期間当時の勤務実態を確認することができない。 

   加えて、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所になったのは申立期間

中の昭和 40 年 12 月１日であり、当該事業所が適用事業所になった日に被

保険者資格を取得した 27 人の中に申立人の氏名は無い上、その後の申立

期間においても申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2225 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年１月１日から 54 年２月１日まで 

    私は、Ａ社の求人の募集条件に厚生年金保険に加入させるとあったの

で入社し、同社の担当者からパートタイマーであっても厚生年金保険に

加入できると言われたことを覚えているので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、元同僚の氏名、当時の仕事内容、仕事中に怪我をしたことな

どを詳細に記憶しており、元同僚も申立人のことを記憶していることから、

勤務期間は特定できないものの、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚４名のうち１名は、当該事業所の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、被保険者記録を確認するこ

とができず、ほかの３名の当該事業所における被保険者資格取得日は、１

名が昭和 57 年 11 月 17 日、２名が 58 年２月１日と申立期間よりかなり後

になってからであり、当該３名は厚生年金保険に加入する前は国民年金に

加入し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理記号番号に欠番は無い。 

   さらに、Ａ社は、当時の関係資料は既に処分して無いと回答しているこ

とから、申立期間当時の勤務実態について確認することができない 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2226 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年７月 21 日から 48 年３月 23 日まで 

             ② 昭和 48 年４月 21 日から同年６月 21 日まで 

             ③ 昭和 49 年２月 20 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 47 年７月 21 日から 48 年３月 23 日までＡ社に勤め、続く

１か月間はＢ社に移ったが、再びＡ社に戻って同年４月 21 日から 49 年

４月１日まで同社に勤務した。Ａ社に勤めている間、厚生年金保険に加

入し保険料を払っていたものと思っていたが、同社での厚生年金保険の

加入期間は 48 年６月 21 日から 49 年２月 20 日までの間しか無く、勤務

期間と合っていないのはおかしいので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の加入記録において、事業所名は不明なものの、Ａ社

の所在地を管轄する公共職業安定所管内の事業所に昭和 47 年８月３日か

ら 48 年３月 21 日まで勤務していたことが確認でき、当該期間にＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録により、Ａ社において申立人と同じ昭和

48 年６月 21 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している複数の元同

僚に聴取したところ、そのうちの一人は、「会社は、従業員によって、厚

生年金保険へ入れたり入れなかったりしていたことは確かだ。私は、48

年２月ごろ入社したが、厚生年金保険の加入は同年６月からとなってい

る。」と供述しており、別の一人も同様の供述をしている。 

   これらのことから判断すると、当該事業所は、厚生年金保険の加入につ

いて、人によって異なった取扱いをしており、必ずしも全員を加入させて

いなかったことがうかがえる。 



   また、Ａ社の事業所別被保険者名簿には、申立人の資格取得日が昭和

48 年６月 21 日、資格喪失日が 49 年２月 20 日と記載されており、申立期

間①、②及び③において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番

は無い。 

   さらに、Ａ社は、昭和 53 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、事業主の連絡先も不明であることから、申立期間①、②及

び③における申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認

することができない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2227 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 11 月１日から同年 12 月 22 日まで 

    私は、申立期間である昭和 47 年 11 月１日から同年 12 月 22 日まで、

Ａ社Ｂ支店にアルバイトとして勤務していた。日当制で当時の給与がい

くらだったのかはっきりしないが、給与から厚生年金保険料を控除され

ていたと思うので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社Ｂ支店の所在地、雇用形態、勤務内容等を具体的に供述

していることから、当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、当該事業所の事業主は、「アルバイト及びパートタイマ

ーは、長期勤務の場合を除き、基本的に社会保険に加入させていなかっ

た。」と回答している。 

   また、申立人は、アルバイトで入社した後輩の氏名を挙げているが、当

該事業所の厚生年金保険の被保険者記録にその氏名は確認できない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期

間において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年３月から 37 年３月 19 日まで 

             ② 昭和 37 年 12 月 29 日から 38 年５月まで 

    私は、昭和 36 年３月に高校を卒業後、すぐにＡ社に就職し、その後、

同僚のＢ氏と同時に退職し、すぐに一緒にＣ社に入社した。Ａ社に入社

直後の１年間及び退職直前の６か月間の厚生年金保険の被保険者記録が

無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社の工場が火災で焼失したことを記憶しており、複数の元

同僚は、「火災があったのは昭和 36 年＊月だった。」と証言しているこ

とから、勤務期間は明確ではないものの、申立人が同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかしながら、昭和 36 年３月にＡ社において厚生年金保険の被保険者

資格を取得した者のうち、６人と連絡が取れたが、申立人のことを覚えて

いる者はおらず、申立期間①における厚生年金保険の加入状況について証

言を得ることができない。 

   また、申立人が自分と同時期にＡ社を退職し、その後一緒にＣ社に入社

したとして氏名を挙げた同僚のＢ氏は、昭和 37 年 12 月 28 日にＡ社にお

ける被保険者資格を喪失し、38 年６月１日にＣ社において資格を取得し

ており、Ｂ氏は、「自分の年金記録に誤りは無い。」と供述している。 

   さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人の被保険

者原票には、申立人の資格取得日が昭和 37 年３月 19 日、資格喪失日が同

年 12 月 29 日と記載されており、申立期間①及び②において申立人の氏名

は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 



   加えて、Ａ社の事業を継承したＤ社は、「Ａ社時代に退職した者の人事

記録等は残されていない。」と回答している上、ほかに申立人の申立期間

における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年８月１日から 39 年２月１日まで 

    私は、高校卒業後すぐにＡ社に入社し、昭和 37 年４月 12 日から 39

年１月末日まで継続して勤務していたが、厚生年金保険の資格喪失日が

37 年８月１日となっている。わずか約４か月で退職したという記憶は

無く、Ａ社を退職後、すぐにＢ社に入社したはずであり、未加入期間が

あることは納得できないので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が氏名を挙げた元同僚は、申立人の当時の勤務状況を説明できる

状況にはないことから、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

より、元同僚の調査を行い、７名から回答があり、いずれも｢申立人のこ

とを覚えていない。｣と供述しており、申立人の勤務期間を特定すること

ができない。 

   さらに、Ａ社の後継会社であるＣ社は、当時の賃金台帳等、関係書類は

保管していないと回答していることから、申立人の申立期間当時の勤務実

態について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月１日から 45 年３月 31 日まで 

    私は、昭和 44 年 10 月１日から 45 年３月 31 日までＡ社に勤務したが、

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

昭和 60 年６月１日であり、申立期間は当該事業所が適用事業所になる前

の期間である。 

   また、当時の事業主は既に亡くなっており、申立人は、元同僚について

姓のみの記憶であり、個人を特定することができないことから、同僚等に

申立人の当時の状況について調査を行うことができない。 

   さらに、現在の事業主は、当時の賃金台帳、源泉徴収簿等は既に廃棄し

ていると回答していることから、申立期間当時の勤務実態について確認す

ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から５年１月 31 日まで 

    Ａ社における平成４年１月１日から５年１月 31 日までの標準報酬月

額が、理由も無く引き下げられている。社会保険事務所（当時）に標準

報酬月額の訂正届を提出した覚えは無いので、正しい記録に戻してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成５年１月 31 日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが 、オンライン記録により、その翌月の同年２月５日

付けで申立人の同社における厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、申立

期間について 53 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが

確認できる。 

   しかし、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、当該事業所の

代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「社会保険料の滞納は無く、標準報酬月額の減額訂正

には関与していない。」と主張しているが、代表者印については自ら保管

していたと供述しており、社会保険事務所では、「標準報酬月額の訂正処

理を行う場合、会社の代表者印が押された届出書でなければ受け付けな

い。」と回答していることを踏まえると、代表取締役である申立人が当該

標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していなかったとは認め難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、代表取締役である申立人が自らの

標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと

主張することは、信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を訂正する必要は認められない。



千葉厚生年金 事案 2232 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月１日から同年５月１日まで 

    私は、Ａ社から名称が変更になったＢ社に平成６年４月 1 日から勤務

したが、厚生年金保険被保険者記録は同年５月１日からとなっている。

給与所得の源泉徴収票では同年４月１日入社となっており、同年４月分

の社会保険料も控除されているので、厚生年金保険被保険者の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録により、申立人が平成６年４月１日からＢ社に勤務して

いたことは確認できる。 

   また、平成６年４月の申立人の当該事業所に係る給与明細書により、厚

生年金保険料として１万 7,400 円が控除されていることが確認できる。 

   しかし、オンライン記録により、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所にな

ったのは平成６年５月１日であり、申立期間は当該事業所が適用事業所に

なる前の期間である。 

   また、申立人が氏名を挙げた元同僚４名のうち、連絡の取れた１名は、

「Ａ社から平成６年３月ごろに説明があり、同社からＢ社に社名が変更に

なった。」と供述している。 

   さらに、ほかの複数の元同僚は、「社名が変わっただけで、仕事内容は

同じで、違う会社に勤めた認識は無い。」、「会社から１か月だけ国民年

金に加入してほしいと言われ、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付

した。」と具体的に供述しており、そのうち１名は、「控除された厚生年

金保険料の返金を受けた。」と供述している。 

   加えて、Ｂ社は既に解散し、当時の関係資料の所在が不明であることか



ら、申立人に対して一旦給与から控除された平成６年４月の厚生年金保険

料が申立人に返金されたか否かを確認することはできない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2233 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年２月１日から同年３月１日まで 

             ② 昭和 25 年４月１日から同年５月１日まで 

             ③ 昭和 25 年６月１日から 27 年１月１日まで 

    私は、Ａ社のＢ工場で勤務した後、Ｃ社Ｄ工場（現在は、Ｅ社）に間

をおかずに勤務し、昭和 27 年１月 15 日の成人式の前まで勤務していた

はずなので、厚生年金保険被保険者の記録に欠落があることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、当時の同僚の証言から、申立人がＣ社Ｄ工場

に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と同様に昭和 25 年２月に厚生年金保険被保険者期間が欠落して

いる者が申立人のほかに５名確認でき、当該事業所の事業主は、従業員

について、一時期厚生年金保険被保険者の資格を喪失させていたことが

うかがえる。 

    また、上記５名については連絡先が不明であり、申立人の申立期間に

係る証言を得ることができない。 

    さらに、Ｅ社は、｢申立期間当時の資料は無く、申立てどおりの届出

をしたか、厚生年金保険料を納付したか否かは不明である。｣と回答し

ており、申立人の保険料の控除について確認することができない。 

 

  ２ 申立期間②については、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立人と同じく昭和 25 年４月１日に資格を喪失してい



る者 232 名のうち、申立人と同じく同年５月１日に再度資格を取得して

いる者が申立人の他に 198 名確認できる。 

    また、上記 198 名のうち事務を担当していた元同僚は、「工場の従業

員を一時出勤させなかったことがあり、自分も出勤しなかった。」と供

述しており、別の１名の元同僚は、「知人が言うには、昭和 25 年か 26

年ごろに原料が不足して操業できなくなり一時出勤させられなかったそ

うだ。」と供述している。 

    これらのことから判断すると、当該事業所は一時期、原料が不足して

操業できなくなったことから従業員を一時出勤させず、厚生年金保険被

保険者の資格を喪失させていたことがうかがえる。 

    また、Ｅ社は、｢申立期間当時の資料は無く、申立てどおりの届出を

したか、保険料を納付したか否かは不明である。｣と回答しており、申

立人の保険料の控除について確認することができない。 

 

  ３ 申立期間③については、元同僚の１名は、申立人が勤務していたこと

を記憶しているものの、厚生年金保険の加入状況について具体的な証言

を得ることはできない。 

    また、Ｅ社は、｢申立期間当時の資料は無く、申立てどおりの届出を

したか、保険料を納付したか否かは不明である。｣と回答しており、申

立人の保険料の控除について確認することができない。 

 

  ４ このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2234 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年５月１日から 33 年５月９日まで 

             ② 平成９年４月１日から 10 年４月１日まで 

    私は、申立期間①については、昭和 32 年５月にＡ社に入社し、33 年

５月９日付けでＢ事業所に採用されるまで継続して勤務していた。 

    申立期間②については、平成９年３月 31 日に定年退職し、上司の紹

介により同年４月１日付けでＣ社に就職した。どちらの期間も健康保険

に加入しており、厚生年金保険にも加入していたと思うので年金記録を

確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人から提出されたＢ事業所の勤務記録カ

ードの写しにより、申立人が昭和 32 年５月にＡ社に入社し、Ｄ（職

種）に従事し、33 年５月に退職していることが確認でき、申立人が申

立期間①に当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、元事業主は死亡していることから、関係資料の所在は不明であり、

申立人の申立期間当時の厚生年金保険の加入状況を確認することができ

ない。 

    また、申立人が記憶している元同僚が死亡していることから、Ａ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、所在が確認できた３

人から回答を得ることができたが、申立人のことを記憶しているものの、

勤務期間について具体的な証言を得ることはできない。 

    また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 



    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｃ社の当時の担当部長は、「申立人の前任者

がほかの事業所に勤務することとなり、その後任として、平成９年４月

１日から申立人に勤務してもらうことになった。」と供述していること

から、申立期間②において申立人が当該事業所に勤務していたことは推

認できる。 

    しかし、Ｂ事業所人事担当部門は、「申立人は、平成９年４月１日に

Ｅ共済組合にて組合員資格を任意継続し、10 年４月１日に組合員資格

を喪失している。」と供述しているところ、申立期間②当時に上記担当

部長をしていた同僚は、｢申立人が健康保険の任意継続被保険者であっ

たため、申立人に係る社会保険の保険料を納付していなかった可能性が

ある。｣と供述している。 

    また、Ｃ社は既に実質的に解散しており、当時の担当部長は、｢賃金

台帳等の資料の所在は不明である。｣と供述していることから、申立人

の申立期間当時の勤務実態について確認することができない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2235 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月 28日から 45年 12 月 17日まで 

             ② 昭和 45年 12 月 17日から 46年１月 29日まで 

    私は、Ａ社及びＢ社で働いた期間の脱退手当金を受給していることに

なっているが、私は脱退手当金の制度を知らない上、書類を書いて手続

した覚えもない。納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金は、支給されるまでのすべての事業所の厚生年金保

険被保険者期間を基礎として計算されており、支給額に計算上の誤りはな

く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失

日から約２か月後の昭和 46 年３月 24 日に支給決定されている上、申立人

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には「脱」の表示が記載されている

など、脱退手当金の支給決定に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

   また、申立人から聴取しても受給手続をした記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2236 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月 20 日から 37 年７月１日まで 

    私は、申立期間においてＡ社Ｂ店でＣ（職種）として勤務したが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間となっていない。調査の上、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間においてＡ社に勤務していた。」と主張している

が、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確認できた

申立期間に厚生年金保険の加入記録がある複数の元同僚は、申立人につい

て記憶している者はいないことから、申立人の勤務実態について確認する

ことができない。 

   また、当時、申立人は、「Ｄ（地名）から通勤していた。」と供述して

いるところ、当該事業所人事担当部門は、「遅番もあるので、県内近郊の

自宅通勤者以外はＥ（地名）の寮に入っていた。」と供述しており、上記

複数の元同僚も、「Ｄ（地名）から通勤していた者はいなかった。」と証

言している。 

   さらに、当該事業所人事担当部門は、「当社が保有する社会保険被保険

者資格取得確認では、申立人の氏名は確認できず、また健康保険の整理番

号に欠番は無く、資料が欠けていることは考えられない。」と回答してい

る。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2237 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 52 年 10 月から 53 年３月まで 

             ③ 昭和 53 年７月から 55 年１月まで 

    私は、申立期間①の期間はＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）に、申立期

間②の期間はＣ事業所に、申立期間③の期間はＡ事業所においてＤ（職

種）として勤務し、それぞれ、厚生年金保険に加入していたはずであり、

当該記録が欠落していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｅ事業所（Ａ及びＣ事業所を統括する事業所）は、申立人をＤ（職種）

として臨時的任用の上、各申立期間に係る昭和 52 年４月４日から同年９

月 13 日までＡ事業所、同年 10 月 11 日から 53 年３月 31 日までＣ事業所、

同年７月１日から 54 年３月 29 日まで、同年４月１日から 55 年１月 23 日

までＡ事業所に配置した旨証明しており、申立期間①から③に係る申立人

の勤務実態が確認できる。 

   しかしながら、申立人は、「正規職員として在職していたＡ事業所を昭

和 45 年３月に退職した後は、夫の健康保険の被扶養者となった。」と供

述しているところ、申立人の夫に係るＦ社における健康保険厚生年金保険

被保険者原票によると、申立人が申立期間を含む同年５月 28 日から 55 年

５月 17 日まで健康保険の被扶養者と認定されたことが確認できる。 

   また、本件両事業所に係る申立人の雇用保険の加入記録は無い上、オン

ライン記録によると、申立人は、昭和 46 年５月 31 日に国民年金に任意加

入した後、55 年３月までの国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付していることが確認できる。 



   さらに、Ｅ事業所は、「Ｄ（職種）については、当事業所において任用

し、厚生年金保険の加入手続は各所属事業所が行っている。」と供述して

いるところ、Ａ事業所及びＣ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票において、申立期間①から③に申立人の氏名は無く、健康保険の整理

番号に欠番は無い。 

   加えて、当該事業所は、「申立人が厚生年金保険に加入していたか否か

については、文書保存期間が経過しているため、所属事業所でも確認でき

ない。」と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2238 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年５月１日から 38 年５月３日まで 

    私は、昭和 35 年５月に 15 歳でＡ社に入社し、18 歳まで勤務し、38

年５月に結婚のため退職した。当時は脱退手当金について何の知識も無

く、脱退手当金をもらえるということすら知らなかった。退職時に会社

から金銭をもらったことは記憶に無い。60 歳になったときにＢ社会保

険事務所（当時）に行き、初めて脱退手当金が支給されていることを知

った。10 代のころ働いた３年間について、脱退手当金はもらっていな

いので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当

金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る資格喪失日か

ら約３か月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2239 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年９月 21 日から 37 年４月１日まで 

    私は、申立期間のうち、昭和 36 年９月 21 日から同年 10 月 19 日まで

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していたことになっているが、同社に勤務

したことはなく、申立期間はすべてＣ社で厚生年金保険に加入していた

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社から提出された入退社名簿によれば、申立人は昭和 37 年３月６日

に入社し、平成元年６月 30 日に退職していることが確認できる。 

   しかし、入退社名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した 16 名のうち、10

名が取得日以前に入社していることが確認できるところ、所在の確認がで

きた４名に当時の状況を照会した結果、３名から回答が得られ、そのうち

２名は｢正式入社は昭和 37 年４月１日であったが、入社する前に体験入社

みたいなアルバイト期間があった。｣と供述しており、上記入退社名簿の

入社日については、アルバイト等の雇用形態で勤務していた者も勤務開始

日が入社日と記録されていることがうかがえる。 

   これらのことから判断すると、Ｃ社は、それまでにアルバイト等の雇用

形態で勤務していた者を、昭和 37 年４月１日の正式入社の時期にまとめ

て厚生年金保険に加入させた可能性がうかがえる。 

   一方、申立人は、｢Ａ社に就職したことはない。｣と供述しているが、当

該事業所が保管する健康保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書、健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によれば、申立

人は当該事業所で昭和 36 年９月 21 日に資格取得、同年 10 月 19 日に資格



喪失となっており、オンライン記録と符合している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2240 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年９月９日から同年 10 月１日まで 

    私は、平成８年９月９日から同年 10 月１日まで、Ａ社に勤務し、給

与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間について厚生年

金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成８年９月の賃金台帳、給与明細書及びタイムカ

ードから、申立人の当該事業所における勤務期間は同年９月９日から同年

９月 12 日までの４日間であり、申立人の給与から厚生年金保険料は控除

されていないことが確認できる。 

   また、事業主は、文書照会に対し「申立人は年金加入等の手続をする前

に辞めてしまったので厚生年金保険には加入していない。」と回答してい

る。 

   さらに、Ｂ厚生年金基金及びＣ健康保険組合も、申立期間において申立

人の加入記録は存在しないと回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2241 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年４月１日から同年８月 15 日まで 

    私は、昭和 20 年４月から終戦を迎える同年８月 15 日までＡ社（現在

は、Ｂ社）に勤務していたので、この期間の厚生年金保険の加入記録が

無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に昭和 20 年４月１日から同年８月 15 日まで勤務して

いた。」と主張している。 

   しかしながら、Ｂ社の担当者は、「申立期間にかかる人事記録に、申立

人の氏名が記載されておらず、申立人の勤務実態、厚生年金保険の適用、

厚生年金保険料の控除の状況について確認できないが、申立期間当時の正

社員の人事記録は保存してあるので、申立人は正社員ではなかったと思わ

れる。」と回答している。 

   また、申立期間において当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿に記載されている者の所在が確認できないため、同僚等に対する調査が

行えず、当該事業所における申立人の勤務実態について証言を得ることが

できない。 

   さらに、上記被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号

に欠番は無い上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2242 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年１月 16 日から９年４月 21 日まで 

    私は、平成８年１月 16 日から９年４月 21 日まで、Ａ社に正社員とし

て勤務しており、厚生年金保険料を給与から控除されていたはずであり、

申立期間を厚生年金保険の加入期間として記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容及び元同僚の証言から、期間は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認される。 

   しかしながら、当該事業所の元事業主は、「従業員の採用面接時におい

て、必ず、採用当初の３か月間は見習期間、その後の３か月間は試用期間

があり、その後に正社員にするかどうか判断すると伝えていたので、正社

員でない期間は厚生年金保険に加入させていない。しかし、事業所は既に

倒産しており、当時の資料は残っておらず、申立期間について申立てどお

りの届出及び厚生年金保険料の納付を行ったかどうかについては不明であ

る。」と回答している。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、所

在の確認できた７人の元同僚に申立人の勤務実態について照会したところ、

回答のあった３人の元同僚は、「申立人が勤務していたことは覚えている

が、在籍期間は覚えていない。」とそれぞれ供述している。 

   さらに、上記被保険者名簿において、申立人の氏名は見当たらず、健康

保険の整理番号に欠番は無い上、雇用保険においても当該事業所における

申立人の加入記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 


